
 

 

議案第６４号 

 

   大口町介護保険条例の一部改正について 

 

 大口町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

                     大 口 町 長  森     進 

 

 （提案理由） 

この案を提出するのは、介護保険料の普通徴収による徴収の特例を廃止し、あわ

せて納期を変更することに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからで

ある。 
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   大口町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 大口町介護保険条例（平成１２年大口町条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

 第５条第１項を次のように改める。 

  普通徴収に係る保険料の納期（以下「納期」という。）は、次のとおりとする。 

  第１期 ６月１日から同月３０日まで 

  第２期 ７月１日から同月３１日まで 

  第３期 ８月１日から同月３１日まで 

  第４期 ９月１日から同月３０日まで 

  第５期 １０月１日から同月３１日まで 

  第６期 １１月１日から同月３０日まで 

  第７期 １２月１日から同月２５日まで 

  第８期 翌年１月１日から同月３１日まで 

  第９期 翌年２月１日から同月末日まで 

  第１０期 翌年３月１日から同月３１日まで 

 第５条第４項中「第７条第１項の規定による当該年度の保険料が確定する前の納

期終了後の、最初の納期」を「町長が指定する納期」に改める。 

 第７条及び第８条を削り、第９条を第７条とし、第１０条から第１２条までを２

条ずつ繰り上げる。 

 第１３条第２項中「第９条」を「第７条」に改め、同条を第１１条とする。 

 第１４条を第１２条とし、第１５条から第２０条までを２条ずつ繰り上げる。 

 附則第６条中「第１１条」を「第９条」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 



大口町介護保険条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（普通徴収に係る納期） （普通徴収に係る納期） 

第５条 普通徴収に係る保険料の納期（以下「納期」

という。）は、次のとおりとする。 

第５条 普通徴収に係る保険料の納期（以下「納期」

という。）は、次のとおりとする。 

第１期 ６月１日から同月３０日まで 第１期 ５月１日から同月３１日まで 

第２期 ７月１日から同月３１日まで 第２期 ６月１日から同月３０日まで 

第３期 ８月１日から同月３１日まで 第３期 ７月１日から同月３１日まで 

第４期 ９月１日から同月３０日まで 第４期 ８月１日から同月３１日まで 

第５期 １０月１日から同月３１日まで 第５期 ９月１日から同月３０日まで 

第６期 １１月１日から同月３０日まで 第６期 １０月１日から同月３１日まで 

第７期 １２月１日から同月２５日まで 第７期 １１月１日から同月３０日まで 

第８期 翌年１月１日から同月３１日まで 第８期 １２月１日から同月２５日まで 

第９期 翌年２月１日から同月末日まで 第９期 翌年１月１日から同月３１日まで 

第１０期 翌年３月１日から同月３１日まで 第１０期 翌年２月１日から同月末日まで 

２～３ 略 ２～３ 略 

４ 納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があ

るとき、又はその分割金額が１００円未満である

ときは、その端数金額又はその金額は、すべて町

長が指定する納期に係る分割金額に合算するもの

とする。 

４ 納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があ

るとき、又はその分割金額が１００円未満である

ときは、その端数金額又はその金額は、すべて第

７条第１項の規定による当該年度の保険料が確定

する前の納期終了後の、最初の納期に係る分割金

額に合算するものとする。 

第６条 略 第６条 略 

（普通徴収の特例） 

 第７条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税

若しくは非課税の別又は地方税法第２９２条第１

項第１３号に規定する合計所得金額が確定しない

ため当該年度分の保険料を確定することができな

い場合においては、その確定する日までの間に限

り、当該第１号被保険者について、その者に前年

度において適用された第４条第１項の区分（前年

度の区分が確定しない場合については第４条第１

項第３号とする。）に該当する当該年度保険料を

当該年度の納期の数で除して得た額（町長が必要

と認める場合においては、当該額の範囲内におい

て町長が定める額とする。）を、それぞれの納期

に係る保険料として普通徴収する。 
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新 旧 

 ２ 前項の規定によって保険料を賦課した場合

において、当該保険料額が当該年度分の保険

料額に満たないこととなるときは、当該年度

分の保険料が確定した日以後においてその不

足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該

年度分の保険料額を超えることとなるとき

は、その過納額を還付し、又は当該被保険者

の未納に係る徴収金に充当する。 

 （普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申

出等） 

 第８条 前条第１項の規定によって保険料を賦

課した場合において、当該年度分の保険料が

前年度の保険料額の２分の１に相当する額に

満たないこととなると認められるときは、同

項の規定によって保険料を普通徴収されるこ

ととなる者は、同項の規定により算定された

保険料額について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３１条の規定による納入

の通知の交付を受けた日から３０日以内に町

長に前条第１項の規定によって徴収される保

険料額の修正を申し出ることができる。 

第７条 略 第９条 略 

第８条 略 第１０条 略 

第９条 略 第１１条 略 

第１０条 略 第１２条 略 

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第１１条 略 第１３条 略 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けよう

とする者は、保険料の納期限（災害その他特

別な事情があることにより、保険料の納期限

までに申請書類を提出することが著しく困難

であると町長が認めた場合は、町長が別に定

める日、前項第５号に該当する場合にあって

は第７条の規定により当該年度の保険料額の

通知を行った月の末日）までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に、減免を受けようと

２ 前項の規定により保険料の減免を受けよう

とする者は、保険料の納期限（災害その他特

別な事情があることにより、保険料の納期限

までに申請書類を提出することが著しく困難

であると町長が認めた場合は、町長が別に定

める日、前項第５号に該当する場合にあって

は第９条の規定により当該年度の保険料額の

通知を行った月の末日）までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に、減免を受けようと
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新 旧 

する理由を証明する書類を添付して、町長に

提出しなければならない。 

する理由を証明する書類を添付して、町長に

提出しなければならない。 

３ 略 ３ 略 

第１２条 略 第１４条 略 

第１３条 略 第１５条 略 

第１４条 略 第１６条 略 

第１５条 略 第１７条 略 

第１６条 略 第１８条 略 

第１７条 略 第１９条 略 

第１８条 略 第２０条 略 

   附 則    附 則 

第６条 当分の間、第９条に規定する延滞金の

年７.３パーセントの割合は、同条の規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（各年の前年

の１１月３０日を経過する時における日本銀

行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１

項第１号の規定により定められる商業手形の

基準割引率に年４パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）が年７.３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、

当該特例基準割合（当該割合に０.１パーセン

ト未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）とする。 

第６条 当分の間、第１１条に規定する延滞金

の年７.３パーセントの割合は、同条の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合（各年の前

年の１１月３０日を経過する時における日本

銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第

１項第１号の規定により定められる商業手形

の基準割引率に年４パーセントの割合を加算

した割合をいう。）が年７.３パーセントの割

合に満たない場合には、その年中においては、

当該特例基準割合（当該割合に０.１パーセン

ト未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）とする。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

介護保険料の普通徴収による徴収の特例（仮算定）を廃止し、第１期から本算定

することで、加入者にわかりやすい保険料とするとともに、納期を変更する。 

 

２ 改正の概要 

(1) 第５条第１項関係 

普通徴収の納期を現在の５月～２月から、６月～３月に変更。 

（現行・平成２４年度まで） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

期別 － １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 － 

備考  仮算 仮算 本算         

                 

（改正後・平成２５年度から） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

期別 － － １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

備考   本算          

 

 (2) 第５条第４項関係 

期割額の端数調整に関する規定を変更。 

 

(3) 第７条及び第８条関係 

普通徴収による徴収の特例（仮算定）に関する規定を削除。 

 


